
　　美土里荘短期入所生活介護事業所 利用料金のご案内<サービス額> 別表①

■短期入所生活介護サービス費
摘要

1割 2割 3割 1割 2割 3割

603 603 1,206 1,809 18,090 36,180 54,270

672 672 1,344 2,016 20,160 40,320 60,480

745 745 1,490 2,235 22,350 44,700 67,050

815 815 1,630 2,445 24,450 48,900 73,350

884 884 1,768 2,652 26,520 53,040 79,560

573 573 1,146 1,719 17,190 34,380 51,570

642 642 1,284 1,926 19,260 38,520 57,780

715 715 1,430 2,145 21,450 42,900 64,350

785 785 1,570 2,355 23,550 47,100 70,650

854 854 1,708 2,562 25,620 51,240 76,860

18 18 36 54 540 1,080 1,620

15 15 30 45 450 900 1,350

10 10 20 30

120 120 240 360 3,600 7,200 10,800

184 184 368 552 片道ごとに算定

90 90 180 270 1,260 2,520 3,780 14日限度

-30 -30 -60 -90 -900 -1,800 -2,700 30日を超えて連続利用の場合

Ⅰ 4 4 8 12 120 240 360
Ⅱ 8 8 16 24 240 480 720

50 50 100 150 1月に1回

8 24 48 72 720 1,440 2,160 1食ごとに算定

⑤

要介護1 725 1,450 2,175 26,726 53,452 80,178

要介護2 804 1,607 2,411 29,624 59,248 88,872

要介護3 887 1,774 2,661 32,690 65,380 98,070

要介護4 967 1,933 2,900 35,630 71,260 106,890

要介護5 1,045 2,091 3,136 38,528 77,056 115,584

■介護予防短期入所生活介護サービス費
摘要

1割 2割 3割 1割 2割 3割

451 451 902 1,353 13,530 27,060 40,590

561 561 1,122 1,683 16,830 33,660 50,490

18 18 36 54 540 1,080 1,620

10 10 20 30 1月に1回

120 120 240 360 3,600 7,200 10,800

184 184 368 552 片道ごとに算定

8 24 48 72 720 1,440 2,160 1食ごとに算定

④

要支援1 528 1,056 1,584 15,854 31,708 47,562

要支援2 652 1,304 1,956 19,570 39,140 58,710

■介護保険外サービス費（実費/円）

第1段階 第2段階 第3段階-①第3段階-② 第4段階

1日あたり 380 480 880 880 1,231

月額(30日) 11,400 14,400 26,400 26,400 36,930

１日あたり 0 430 430 430 915

月額(30日) 0 12,900 12,900 12,900 27,450

１日あたり 300 600 1,000 1,300 1,590

月額(30日) 9,000 18,000 30,000 39,000 47,700

日額　TVを希望した場合のみ 在庫状況による
１回あたり

日額　　　　　※家電は持ち込み
電気毛布 電気代 30
テレビ 電気代 20
CDプレイヤー・ラジカセ 10

①
基
本

③
対
象
者
の
み

上記①～③で算定した単位数の合計 × 14.0%

送迎を行う場合

療養食加算

要支援1

若年性認知症受入加算

サービス提供体制加算Ⅱ

摘要

　⑤居住費・⑥食費は認定された所得段階に
　応じて異なります(別表②参照)

所 得 段 階

別途⑤食費・⑥居住費等

令和7年4月1日以降

個室・多床室とも同額

上記①または②と③～④で算定した単位数の合計 × 14.0%

1日の金額(円) 1月(30日）の金額(円)

単位数
1日の金額(円) 1月(30日）の金額(円)

個室・多床室とも同額

単位数

60日を超えて利用した場合
はこちらを算定（その際は
長期利用減算は適応しな
い)
個室・多床室とも同額

別途⑤食費・⑥居住費等

区
分

夜勤職員配置加算Ⅲ

看護体制加算

項目

⑤
居
住
費

区分

個　室

多 床 室

項目

参考：介護度別のサービス費
（①②④の概算）

介護職員処遇改善加算Ⅰ

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

⑥
食
費

⑦
そ
の
他

冷蔵庫 電気代 30

散髪代 1,500
テレビ レンタル代 20

送迎を行う場合

療養食加算

生産性向上推進体制加算Ⅱ

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

若年性認知症受入加算

サービス提供体制加算Ⅱ

口腔連携強化加算

①
基
本

②
加
算

参考：介護度別のサービス費

区
分

項目

要支援2

生産性向上推進体制加算Ⅱ

②
長
期
利
用

③
加
算

④
対
象
者
の
み
の
加
算

介護職員等処遇改善加算Ⅰ

長期利用減算

緊急短期入所受入加算



　　美土里荘短期入所生活介護事業所 利用料金のご案内<加算等について> 別表②

■各種加算・料金の説明 ※1単位=10円
区分

18 /日

15 /日

4 /日

8 /日

120 /日

184 /回

90 /日

-30 /回

50 /月

8 /回

Ⅰ 100 /月

Ⅱ 10 /月

※介護職員等ベースアップ等支援加算については令和4年10月からの適応となります。

■所得段階別の金額（1日あたり）と認定基準

食費

300

600

1,000

1,300

1,590

0

認定区分 居住費（個室）

380

480

項目

915 世帯に課税者がいる方、市町村民全課税者本人である方

第3段階-① 430
世帯全員が市町村民税非課税であって、本人の年金収入等が
80万円超～120万円以下(年間)の方。かつ、預貯金等金融資産
が単身世帯で550万円未満・夫婦世帯で1,550万円未満の方。

第3段階-② 430
世帯全員が市町村民税非課税であって、本人の年金収入等が
120万円超の方。かつ、預貯金等金融資産が単身世帯で500万
円未満・夫婦世帯で1,500万円未満の方。

880

1,231

880

第4段階

第2段階 430
世帯全員が市町村民税非課税であって、本人の年金等収入が
80万円以下の方。かつ、預貯金等金融資産が単身世帯で650
万円未満・夫婦世帯で1,650万円未満の方。

夜勤帯の介護・看護職員が基準を1名以上上回っており、最低1名は喀痰吸引等が可能な職
員を配置している場合に加算します。

令和7年4月1日以降

摘要

第1段階
生活保護受給の方、世帯全員が市町村民税非課税である老齢
福祉年金受給者である方

常勤換算法で看護職員が一定数以上、かつ基準を１名以上上回って配置されている場合に
加算します。

常勤の看護師を１名以上配置している場合に加算します（入所定員51名以上）。

職員のうち介護福祉士資格者が常勤換算で一定数以上いる場合に加算します。

単位数 サービス費・加算の概要

看護体制加算

医師の食事せんに基づき療養食（心臓病食・糖尿病食・低残渣食など）を提供した場合に加算
します（1食6単位/1日3回を限度）

連続30日を超えて利用した場合、31日目は全額自費となり、その後1日30円を減算します。

居住費（多床室）

各加算を含むサービス費合計(月額)に14.0%を乗じた額を加算します。そのため、月額の利用日数や加算状
況に応じ金額が変動します。

生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行い、見守り機器等のテクノロジーの
導入・職員間の適切な役割分担の取り組み等を実施し、1年以内ごとに1回、効果を示すデー
タの提供を行った場合にⅠあるいはⅡを加算します。

居宅サービス計画に位置づけられていない短期入所を急遽利用した場合、7日（または14日）
を限度に加算します。

事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合、利用者の同意を得て、歯科医
療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合に加算します。

若年性認知症受入加算

送迎を行う場合

緊急短期入所受受入加算

サービス利用にあたり自宅～施設間の送迎を行った場合に、片道ごとに加算します。

若年性認知症と診断された方に対してサービス提供を行った場合に加算します。

介護職員処遇改善加算

加
算

対
象
者
の
み
の
加
算

長期利用減算

口腔連携強化加算

療養食加算

生産性向上推進体制加算

サービス提供体制加算Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

夜勤職員配置加算Ⅲ



美土里荘短期入所生活介護事業所　料金早見表(30日)

多床室 0 円 多床室 430 円 多床室 430 円 多床室 430 円 多床室 915 円 多床室 915 円 多床室 915 円 多床室 915 円
個室 380 円 個室 480 円 個室 880 円 個室 880 円 個室 1,231 円 個室 1,231 円 個室 1,231 円 個室 1,231 円
食費 300 円 食費 600 円 食費 1,000 円 食費 1,300 円 食費 1,590 円 食費 1,590 円 食費 1,590 円 食費 1,590 円

多床室 多床室 多床室 多床室 多床室 多床室 多床室 多床室

基本サービス費 451 円
サービス提供体制加算Ⅱ 18 円 円 円 円 円 円 円 円 円

個室 個室 個室 個室 個室 個室 個室 個室
生産性向上推進体制加算Ⅱ 10 円

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 1,971 円 円 円 円 円 円 円 円 円
多床室 多床室 多床室 多床室 多床室 多床室 多床室 多床室

基本サービス費 561 円
サービス提供体制加算Ⅱ 18 円 円 円 円 円 円 円 円 円

個室 個室 個室 個室 個室 個室 個室 個室
生産性向上推進体制加算Ⅱ 10 円

円
介護職員等処遇改善加算Ⅰ 2,433 円 円 円 円 円 円 円 円 円

多床室 多床室 多床室 多床室 多床室 多床室 多床室 多床室
基本サービス費 603 円
サービス提供体制加算Ⅱ 18 円
夜勤職員配置加算Ⅲ 15 円 円 円 円 円 円 円 円 円

個室 個室 個室 個室 個室 個室 個室 個室

生産性向上推進体制加算Ⅱ 10 円
円 円 円 円 円 円 円 円

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 2,673 円

多床室 多床室 多床室 多床室 多床室 多床室 多床室 多床室
基本サービス費 672 円
サービス提供体制加算Ⅱ 18 円
夜勤職員配置加算Ⅲ 15 円 円 円 円 円 円 円 円 円

個室 個室 個室 個室 個室 個室 個室 個室

生産性向上推進体制加算Ⅱ 10 円
円 円 円 円 円 円 円 円

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 2,962 円

多床室 多床室 多床室 多床室 多床室 多床室 多床室 多床室
基本サービス費 745 円
サービス提供体制加算Ⅱ 18 円
夜勤職員配置加算Ⅲ 15 円 円 円 円 円 円 円 円 円

個室 個室 個室 個室 個室 個室 個室 個室

生産性向上推進体制加算Ⅱ 10 円
円 円 円 円 円 円 円 円

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 3,269 円

多床室 多床室 多床室 多床室 多床室 多床室 多床室 多床室
基本サービス費 815 円
サービス提供体制加算Ⅱ 18 円
夜勤職員配置加算Ⅲ 15 円 円 円 円 円 円 円 円 円

個室 個室 個室 個室 個室 個室 個室 個室

生産性向上推進体制加算Ⅱ 10 円
円 円 円 円 円 円 円 円

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 3,563 円

多床室 多床室 多床室 多床室 多床室 多床室 多床室 多床室
基本サービス費 884 円
サービス提供体制加算Ⅱ 18 円
夜勤職員配置加算Ⅲ 15 円 円 円 円 円 円 円 円 円

個室 個室 個室 個室 個室 個室 個室 個室

生産性向上推進体制加算Ⅱ 10 円
円 円 円 円 円 円 円 円

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 3,853 円

[注意事項]

・ 上記金額はあくまで30日利用した場合の目安です。実際は利用日数のほか個別に算定した加算内容によって料金は変動します。
また。支給限度基準額を超えた額については全額自己負担となります。詳しい加算内容については別紙『利用料金のご案内』をご確認ください。

・ 在宅サービスの場合、介護保険を利用できる月額上限（区分支給限度基準額）が定められています。上限を超えた場合は全額自己負担（10割負担）
となりますのでご留意ください。

・ 短期入所生活介護サービスは30日を超えて連続利用はできません。31日目以降もサービス利用を継続する場合、31日目に帰宅するか全額自己
負担（10割負担）をしていただく必要があります。

9,341

94,963 114,776 134,589 9,025
日
額

月
額

40,213 52,213 76,213 85,213

要支援2
支給限度基準額　10,531単位 /月 28,813 50,713 62,713 71,713

104,443 124,256 144,069

123,303 7,786

36,451 100,681 116,732 132,783 8,102

要支援1
支給限度基準額　5,032単位 /月

日
額

25,051 46,951 58,951

月
額

12,053

12,369
月
額

要介護3
支給限度基準額　27,048単位 /月

日
額

35,619 57,519 69,519

83,273 106,523 137,896

101,769 128,388

月
額

支給限度基準額　30,938単位 /月

日
額

要介護4

59,913 71,913 80,913

9,755

9,982

要介護1

67,951 91,201 107,252

月
額

169,269 12,830

要介護5
支給限度基準額　36,217単位 /月

日
額

40,373 62,273 74,273

67,022 76,022 99,272 123,394

108,752
月
額

48,451 72,451 81,451

要介護2
支給限度基準額　19,705単位 /月

日
額

33,122 55,022

支給限度基準額　16,765単位 /月

155,007

47,019 59,019 83,019 92,019 111,249 137,868 164,487

78,519

132,874 156,99644,522 56,522 80,522 89,522

149,919

96,913 118,676

10,443

10,759

11,265

147,376 178,74951,773 63,773 87,773 96,773 116,003

171,669

104,163 133,176 162,189

49,413 61,413 85,413 94,413 113,643 142,656

38,013

147,516

11,581

13,146

140,439

月
額

42,163 54,163 78,163 87,163 106,393 128,156

日
額

30,763 52,663 64,663 73,663

令和7年4月1日現在
1割負担

2割負担 3割負担
所得段階1 所得段階2 所得段階3-① 所得段階3-② 所得段階4

10割負担
(1日あたり)

負担割合
(所得段階別)

部屋代

介護サービス費


